
新潟県中学校体育連盟専門部規程 

 

第１条 新潟県中学校体育連盟の事業を円滑に実施するため、新潟県中学校体育連盟規約第６条に 

より次の専門部を置く。 

      １  陸 上 競 技 部   ２ 水 泳 競 技 部   ３ バスケットボール部 

    ４ サ ッ カ ー 部   ５ ハ ン ド ボ ー ル 部   ６ 軟 式 野 球 部 

    ７ 体 操 競 技 部   ８ 新 体 操 部  ９ バ レ ー ボ ー ル 部 

    10 ソ フ ト テ ニ ス 部   11 卓 球 部   12 バ ド ミ ン ト ン 部 

    13 ソ フ ト ボ ー ル 部   14 柔 道 部   15 剣 道 部 

   16 相 撲 部  17 ス キ ー 部   18  研 修 部 

 

第２条  専門部は、次の事業を立案し、代議員会の議決に基づきその実施または運営に協力する。

    １ 県中学校の体育大会に関すること。 

    ２ 学校体育の研究と普及発達に関すること。 

    ３ ブロック大会及び全国大会に関すること。 

 

第３条 専門部に次の役員を置く。その任期は２ケ年とし再任を妨げない。 

     部長 １名   副部長 ４名   部員 若干名   幹事 若干名 

第４条 部長、副部長は、地区中学校体育連盟専門部代表の中から会長が代議員会の議決により委

   嘱する。 

第５条 部員は、各地区中学校体育連盟会長が推薦し、会長が委嘱する。 

第６条 幹事は、部長が推薦し、会長が委嘱する。 

 

第７条 体育大会以外に実施する事業は、審判講習会や指導者講習会など、顧問、指導者を対象と

したものとし、生徒対象の競技力向上を目的とした事業は実施しない。 

   １ 事業計画は、スポーツ団体、事業の開催市町村などと協議して立案すること。 

   ２ 期日は、週休日の半日程度とする。 

 

第８条 専門部は事業を実施したならば、10日以内に会長に実施の経過と結果について報告するも

   のとする。 

 

付 則 

   １ この規程の変更は、代議員会の議決による。 

   ２ 本規程は、昭和３６年１１月２９日から施行する。 

          昭和５３年１２月１４日 一部改訂 

          昭和５４年１２月１４日 一部改訂 

          平成 ４年 ５月２５日 一部改訂 

          平成２２年１２月 ３日 一部改訂 

          令和 ４年１２月 １日 一部改訂 


